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会長提出議案 

 

報告第１号 土地の現況証明書（専決事項）の交付について 

報告第２号 農地法第５条の規定による許可申請の取下げについて 

報告第３号 農地法第３条の規定による届出について 

報告第４号 農地法第６条の規定に基づく農地所有適格法人要件の 

 適合状況報告について 

報告第５号 農地移動適正化あっせん申出の取下げについて 

議案第１号 土地の現況証明書の交付について 

議案第２号 農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の 
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議案第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利 

 用集積計画（所有権移転）の決定について 
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 用集積計画（賃貸借）の決定について 

議案第５号 土地の現況証明調査委員の指名について 

 

委員提出議案 
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第２９回北斗市農業委員会総会議事日程 

 

 

開議 令和６年７月２５日 午後 １時３０分 

 

 

日程第１  会議録署名委員の指名について 

日程第２  会期の決定について 

日程第３  土地の現況証明書（専決事項）の交付について       （報告第１号） 

日程第４  農地法第５条の規定による許可申請の取下げについて    （報告第２号） 

日程第５  農地法第３条の規定による届出について          （報告第３号） 

日程第６  農地法第６条の規定に基づく農地所有適格法人要件の適合 

状況報告について                    （報告第４号） 

日程第７  農地移動適正化あっせんの申出の取下げについて      （報告第５号） 

日程第８  土地の現況証明書の交付について             （議案第１号） 

日程第９  農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確 

認について                       （議案第２号） 

日程第１０ 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用 

集積計画（所有権移転）の決定について          （議案第３号） 

日程第１１ 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用 

集積計画（賃貸借）の決定について            （議案第４号） 

日程第１２ 土地の現況証明調査委員の指名について          （議案第５号） 
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令和６年７月２５日 

番号 
番号 

報告・議案 
件 名 提出者 

議決 
結果 

備考 

１ 報告第１号 土地の現況証明（専決事項）の交付について 会長 報告済 ２件 

２ 報告第２号 
農地法第５条の規定による許可申請の取下げ
について 

会長 報告済 １件 

３ 報告第３号 農地法第３条の規定による届出について 会長 報告済 ６件 

４ 報告第４号 
農地法第６条の規定に基づく農地所有適格法
人要件の適合状況報告にについて 

会長 報告済 ２４件 

５ 報告第５号 
農地移動適正化あっせん申出の取下げについ
て 

会長 報告済 １件 

６ 議案第１号 土地の現況証明書の交付について 会長 決定 １３件 

７ 議案第２号 
農地法第１８条の規定による合意解約通知の
成立状況の確認について 

会長 決定 ２件 

８ 議案第３号 
農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ
る農用地利用集積計画（所有権移転）の決定
について 

会長 決定 ４件 

９ 議案第４号 
農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ
る農用地利用集積計画（賃貸借）の決定につ
いて 

会長 決定 １件 

１０ 議案第５号 土地の現況証明調査委員の指名について 会長 決定 ― 
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第２９回北斗市農業委員会総会 

（午後 １時３０分 開会） 

(開会宣言) 

和田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

日程第１ 

議 長 

 

 

 

皆さんお疲れ様でございます。暑かったり寒かったりという状況

ですが、でも最近、暑くなってきまして米のほうの穂が出そろい、

順調な生育状況でございます。野菜の方も順調すぎて、ネギの方は

雨が降らないということでちょっと乾いた土地の方は、たいへん雨

を待っているような状況で困っていると聞きます。今夜、夜半に雨

になるようですが、最近、天気予報も雨降る、雨降ると言っても全

然染みるだけ降っていないので、この後、露地のネギが出るように

なれば、雨が続くのではなかろうかと心配しているネギ農家もいま

す。そんな事でやっぱり温暖化の影響が徐々にこの辺にも出ている

のではなかろうかと思います。そんな事で皆さんも暑さに負けない

で農作業に励んでいただきたいと思います。 

今月から新人の職員が配属になっております。皆さんも指導の程

お願いいたします。全然、わからない事が多いと思いますが、あれ

やこれやと皆さんの助言で一人前に育てていただきたいと思いま

すので、ひとつよろしくお願いします。 

それでは、早速、総会の方を進めさせていただきます。 

本日は、報告５件、議案５件であります。ご審議のほどよろしく

お願い申し上げて、簡単ですが挨拶といたします。 

 

 

本日の委員の動向をお知らせいたします。 

２番 山本 正人委員、４番 笠原 勝幸委員より欠席の届出及び

８番 落合 修委員より遅延の申出がありました。 

本日は、１２名の委員が出席しております。 

北斗市農業委員会会議規則第７条では、「会長は、会議の議長と

なり議事を整理する」こととなっておりますので、この後の議事に

ついては和田会長が進行いたします。よろしくお願いいたします。 

 

 

それでは、早速、会議を始めさせていただきます。 

本日の議事日程は、お手元に印刷配布のとおりであります。 

直ちに日程に入ります。 

 

 

日程第１ 本日の会議録署名委員を指名いたします。 

議席番号５番 佐々木 秀樹委員、議席番号６番 岡村 栄士委

員の両名を指名いたします。 
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日程第２ 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第３ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

日程第２ 会期の決定についてお諮りいたします。 

本総会の会期は、本日１日と決定することに、御異議ありませ

んか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本総会は本日１日と決定いたしました。 

 

 

日程第３ 報告第１号「土地の現況証明書（専決事項）の交付に

ついて」を議題といたします。 

番号１から番号２を一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

番号１につきましては、新函館農業協同組合本店より西側の土地

でございまして、地目変更をするため、現況証明願いが出されたも

のでございます。願い出のあったこの土地は、昭和４２年１２月１

日付 渡農地第２１５８号で農地法第４条の許可（宅地）として許

可されており、現況も宅地として使用されています。番号２につき

ましては、北斗消防署北分署より西側の土地でございまして、地目

変更をするため、現況証明願いが出されたものでございます。願い

出のあったこの土地は、平成４年９月２９日付 渡農地第２０４４

号で農地法第４条の許可（農家住宅）として許可されており、現況

も宅地として使用されています。 

これらの願い出につきましては、北斗市農業委員会事務専決規程

に基づき専決処分しましたことをご報告するものでございます。 

説明は、以上でございます。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議がありませんので、本件は報告済みといたします。 
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日程第４ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第５ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

日程第４ 報告第２号「農地法第５条の規定による許可申請の取

下げについて」を議題といたします。 

番号１を上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

この案件につきましては、上磯ハリストス正教会より東側の農

地でございまして、昨年閉鎖された清川簡易郵便局を新たに設置

するため、令和６年６月２５日 第２８回北斗市農業委員会総会

において、御審議及び決定をいただいたものですが、簡易郵便局

設置許可において、日本郵便株式会社に申請を行っていました

が、別に申請を行った者に決定したため、農地法第５条の許可申

請を取下げるものです。なお、この案件につきましては、北海道

農業会議へ進達する前の時点で取下げ申請が提出されたため進達

は行っておりません。 

説明は、以上でございます。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議がありませんので、本件は報告済みといたします。 

 

 

日程第５ 報告第３号「農地法第３条の規定による届出につい

て」を議題といたします。 

番号１から番号６を一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

農地法第３条の３第１項の規定により、農地又は採草放牧地に

ついて、相続等により権利を取得した者は、農業委員会に届け出
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

時田 孝喜 

委員 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

日程第６ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

る事となっております。 

番号１につきましては、三好会館より南側の農地でございま

す。番号２につきましては、東開発会館より西側及び南側の農地

でございます。番号３につきましては、茂辺地漁港より西側及び

茂辺地駅より北側の農地でございます。番号４につきましては、

萩野小学校より西側の農地でございます。番号５につきまして

は、新函館北斗駅より南西側の農地でございます。番号６につき

ましては、茂辺地漁港より西側及び茂辺地駅より北東側の農地で

ございます。 

これらの届け出につきましては、北斗市農業委員会事務専決規

程に基づき専決処分しましたことを御報告するものでございま

す。 

説明は、以上でございます。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

１１番。４番の個人名の相続した土地ですが、しばらく遊休農地

になっていて、全然手をかけていなかったけども、亡くなってから

何年も経っていたけど、他の田んぼもあったと思うが他の田んぼ

は、どうゆう形で相続になっているか。個人名で借りていると思う

が。 

 

他の土地については、現在調べておりませんので、後ほど確認し

て回答します。 

  

他にございませんか。なければ、本件は報告済といたします。 

時田委員さんの質問は、後で説明いたします。 

 

 

日程第６ 報告第４号「農地法第６条の規定に基づく農地所有適

格法人要件の適合状況報告について」を議題といたします。 

市内法人の番号１から番号１９及び市外法人の番号 1 から番号

５までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

農地法第６条第１項の規定により、農地所有適格法人は毎事業年
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

時田 孝喜 

委員 

 

事務局 

 

 

時田 孝喜 

委員 

 

事務局 

 

 

時田 孝喜 

委員 

 

 

度の終了後３カ月以内に、農地法施行規則第５９条に規定する事項

を記載した報告書を農業委員会に提出しなければならないとされ

ていることから報告を受けたものでございます。 

提出された書類により、法人形態要件・事業要件・構成員要件・

業務執行役員要件を確認しましたところ、市内法人の番号１から番

号７、番号９から番号１４、番号１６から番号１９までにつきまし

ては要件を満たしていると考えております。 

なお、番号８、番号１５につきましては、事業年度終了時点での

文書通知や、その後の催促を行ってまいりましたが、提出がなかっ

たため適否判定ができない状況にあります。この法人に対しまして

は、引き続き、報告書の提出について催促してまいりたいと考えて

おります。 

８ページをお開きください。市外法人となりますが、こちらも法

人形態要件・事業要件・構成員要件・業務執行役員要件を確認しま

したところ、要件を満たしていると考えております。なお、番号３

につきましては、事業年度終了時点での文書通知や、その後の催促

を行ってまいりましたが、提出がなかったため適否判定ができない

状況にあります。この法人に対しましては、引き続き、報告書の提

出について催促してまいりたいと考えております。番号４の法人に

対しましては２の事業要件を満たすための改善策を考えてほしい

などのお話をさせていただいております。 

説明は、以上でございます。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

１１番。１番個人名の売上高、間違いないですか。  

 

 

決算書の転記ですので、決算書に記載されている数字に誤りがな

ければ正しいものと考えております。 

 

売上高、こんなもんで済まないのではないか。 

 

 

この時は、この数字で確定申告を行っているので、正しいと思い

ます。 

 

国からの補助金とかあったのではないか。 
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事務局 

 

 

時田 孝喜 

委員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

日程第７ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

国からの補助金等は、含まない。あくまでも、農業売上げの部分

の数字となります。 

 

わかりました。 

 

 

他にございませんか。 

 

８ページの個人名は、何年も出していない。 

個人名は、売上あるの？ 

 

個人名の場合は、地域名のレストランに出したのと、自社レスト

ランで消費している分を売り上げとして、税務署の申告を行ってい

るものを添付しているので、赤字決算で申告していると思います。 

 

みなさん、疑問がある点は、総会終了後に事務局の方に質問して

いただければと思います。 

 

他にございませんか。なければ、本件は報告済といたします。 

 

 

日程第７ 報告第５号「農地移動適正化あっせん申出の取下げに

ついて」を議題といたします。 

番号１を上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

 ご説明いたします。 

 番号１につきましては、大野中学校より北西側及び南側の農地

で、平成２６年６月においてあっせんの申出がされておりました

が、売買先が決まったことから取下げるものでございます。 

なお、この案件につきましては、この後の議案第３号（所有権移

転）の決定において、議案ご審議いただく予定となっております。 

説明は、以上でございます。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 
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議 長 

 

日程第８ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

佐々木 勝利 

委員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

御異議がありませんので、本件は報告済といたします。 

 

 

日程第８ 議案第１号「土地の現況証明書の交付について」を議

題といたします。 

番号１から番号１２までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

朗読が終わりましたので、調査委員を代表いたしまして、 

佐々木 勝利 委員より報告をお願いいたします。 

 

（佐々木 勝利 委員：報告） 

 

 

報告が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたします。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

次の番号１３番の案件につきましては、 

６番 岡村 栄士委員が北斗市農業委員会会議規則第２５条の規定

により、「議事参与の制限」の対象となりますので退席を求めます。 

 

（岡村 栄士 委員 退席） 

 

それでは、番号１３を上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

朗読が終わりましたので、佐々木 勝利 委員より報告をお願

いいたします。 

 

（佐々木 勝利 委員：報告） 

 

報告が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたします。 

 

(「異議なし」の声あり) 
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議 長 

 

 

 

日程第９ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第１０ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

（岡村 栄士 委員 復席） 

 

 

日程第９ 議案第２号「農地法第１８条の規定による合意解約通

知の成立状況の確認について」を議題といたします。 

番号１から番号２までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご御説明いたします。 

本件に関しましては、合意による解約が引き渡し期限の６カ月以

内に行われていることが要件となっておりまして、解約合意と引き

渡しが同日で行われ、通知されておりますので問題ないと考えられ

ます。 

番号１につきましては、借主が規模縮小のため、借主の都合によ 

り解約となっております。この後の議案第４号（賃貸借の決定）に

おいて、ご審議いただく予定となっております。番号２につきまし

ては、第三者へ売買が決定したため、貸主の都合により、解約とな

っております。この後の議案第３号（所有権移転の決定）において、

ご審議いただく予定となっております。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

報告が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたします。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

 

日程第１０ 議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規

定による農用地利用集積計画（所有権移転）の決定について」を議

題といたします。 

番号１から番号４までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第１１ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

ご説明いたします。 

番号１につきましては、老人ホームいなほより東側の農地でござ

いまして、労働力不足のため、令和２年３月より使用貸借で耕作を

行っている方ヘ売買するものでございます。番号２につきまして

は、山の神神社より西側の農地でございまして、労働力不足のため、

隣接地で耕作を行っている経営規模拡大を図ろうとする方ヘ売買

するものでございます。番号３につきましては、大野中学校より北

西側及び南側の農地でございまして、労働力不足のため、令和元年

９月より使用貸借で耕作を行っている法人へ売買するものでござ

います。番号４につきましては、新函館農業協同組合開発倉庫より

西側の農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行っ

ている経営規模拡大を図ろうとする方に売買するものです。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

 

日程第１１ 議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規

定による農用地利用集積計画（賃貸借）の決定について」を議題とい

たします。 

番号１上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご御説明いたします。 

 番号１につきましては、道南農業試験場より北東側の農地でご

ざいまして労働力不足のため、近隣で耕作を行っている経営規模

拡大を図ろうとする方へ３年の期間を設定し賃貸借を行なうもの

でございます。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 
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議 長 

 

日程第１２ 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

 

日程第１２ 議案第５号「土地の現況証明調査委員の指名につい

て」を議題といたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

朗読が終わりましたので、調査委員を指名いたします。 

議席番号４番 笠原 勝幸委員、議席番号８番 落合 修委員、

議席番号１１番 時田 孝喜委員、議席番号１２番 加藤 隆委員

の、以上４名を指名することに御異議ありませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は指名のとおり決定いたします。 

現況調査委員に指名された方は、よろしくお願いいたします。 

 

以上で、本日の全日程を終了いたしました。 

これをもちまして、第２９回北斗市農業委員会総会を閉会いたし

ます。 

御苦労様でございました。 

 

 

 

（午後２時２５分  閉会） 

 

 

  

 

 

 

議長（会長）  和 田 勝 雄    

 

署 名 委 員   山 本 正 人    

 

   〃     笠 原 勝 幸    

 


